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令和８年第２回定例会提出議案

議案番号 件 名 議決要領

議 案

第３６号

いなべ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例の制定について

議 案

第３７号
いなべ市税条例の一部を改正する条例の制定について

議 案

第３８号

いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条

例の制定について

議 案

第３９号

いなべ市給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議 案

第４０号

いなべ市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議 案

第４１号
財産の取得について（公立学校タブレット端末購入）

議 案

第４２号

三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の増加及び三重県市町公平委員会共同設置規約の変

更に関する協議について

議 案

第４３号
令和８年度いなべ市一般会計補正予算（第２号）

議 案

第４４号

令和８年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）

以下余白
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議案第３６号

いなべ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の制定について

いなべ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定しようとする。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正す

る政令（令和８年政令第１７９号）の公布に伴い、非常勤消防団員等に対

する葬祭補償の額を引き上げるため、いなべ市消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正するについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

いなべ市消防団員等公務災害補償条例(平成15年いなべ市条例第141号)の一部を次

のように改正する。

第18条中「31万5,000円」を「33万円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例第 18 条の規定は、

令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じたいなべ市消防団員等公務災害補

償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由

の生じた同号に規定する葬祭補償については、なお従前の例による。

3



議案第３７号

いなべ市税条例の一部を改正する条例の制定について

いなべ市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定しようとする。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴

い、個人市民税について、公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出

義務の範囲の見直しがなされること、特定一般用医薬品等購入費の医療

費控除の特例適用期間が延長されること、住宅ローン控除の適用期間が

延長されること、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る市民税の課税の特例が見直されること及び特定暗号資

産の申告分離課税が導入されること並びに固定資産税について、家屋及

び償却資産の免税点が引き上げられることにより、いなべ市税条例の一

部を改正するについては地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市税条例の一部を改正する条例

いなべ市税条例の一部を改正する条例（平成15年いなべ市条例第48号）の一部を次

のように改正する。

第34条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める。

第36条の２第１項ただし書中「及び第36条の３の３第１項」を「並びに第36条の３

の３第１項及び第２項第４号」に改める。

第36条の３の２第１項第２号中「支払い」を「支払」に、「除き、」を「除く。次

条第１項第２号において同じ。）（」に改め、「次条第１項において同じ。」を削り、

同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。

第36条の３の３第１項を次のように改める。

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年

金等支払者（所得税法第203条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべ

き同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支

払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載

した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）の支払を受ける第23条第１項第１号に掲げる者であって、特定配

偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の

自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第53条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限

る。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受ける

ものに限る。）の支払を受ける第23条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払

を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受け

るべき日の前日の現況において令第48条の９の７の３に定める金額に満たない

者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配

偶者若しくは扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若し

くは特定親族（合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者

第36条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第48条の９の７の３」を「第48条の９の８」に改め、同項を同条第５
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項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法

第317条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書

に」に、「法第317条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項

の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公的年金等支払者の名称

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の２第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又

はひとり親に該当する場合にはその旨

(3) 特定配偶者の氏名

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名

(5) その他施行規則で定める事項

第63条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては20万円」を削

り、「150万円」を「180万円」に改める。

第81条の２の見出し及び同条中「環境性能割及び種別割」を「軽自動車税」に改め

る。

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。

附則第７条の３第１項中「令和20年度」を「令和25年度」に、「令和７年」を「令

和12年」に改める。

附則第７条の４中「又は附則第20条第１項」を「、附則第19条の３第１項又は附則

第20条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又

は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。

附則第17条の２第２項中「附則第34条の２第５項」を「附則第34条の２第６項」に、

「附則第34条の２第10項」を「附則第34条の２第12項」に改め、同条に次の１項を加

える。

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税

義務者が、租税特別措置法第31条の２第２項第13号から第15号までに掲げる土地等

の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をし

た時において地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防

止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第

３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区

域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第56条第１項の浸水被

害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優
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良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。

附則第19条の２の次に次の１条を加える。

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第38条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第33条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第18条の６の４で定めるところにより計算した金

額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対

し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第34条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の３に相当する金額に相当する

市民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第７条第

１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額

若しくは附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第19条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附 則

（施行期日）
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条の２第１項ただし書、第36条の３の２及び第36条の３の３の改正規定

並びに附則第６条及び附則第７条の３第１項の改正規定並びに次条第１項及び

第２項の規定 令和９年１月１日

(2) 第63条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日

(3) 第34条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４（「附則第５条の６第２

項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第

９条の２及び附則第17条の２の改正規定並びに次条第４項の規定 令和10年１

月１日

(4) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第19

条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和８年法律第

○○号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のいなべ市税条例（以下「新条例」という。）第36

条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第36条の３の第１条 こ

の条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、３第１項

の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出したこの条例による改正前のいなべ市税条例第36条の３の３第１項の規

定による申告書については、なお従前の例による。

２ 新条例附則第７条の３第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８

年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号。以下

この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条第１項に規定する居住用家屋（同条

第16項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に

規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第17項の規定により

同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存住宅

及び同条第35項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第

17項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第

17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改

築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第18項の

規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する

特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用

に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法

等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第１項に規定する居
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住用家屋（同条第20項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされ

る同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第35

項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定す

る要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る

部分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21項の規定により

同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住

宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場

合については、なお従前の例による。

３ 新条例附則第７条の４の規定は、前条第４号に掲げる規定の施行の日（以下こ

の項及び第５項において「４号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。

４ 新条例附則第17条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第

３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第17条の２第１項の土地等の

譲渡について適用する。

５ 新条例附則第19条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例第63条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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議案第３８号

いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例の制定について

いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例を次のとおり制定しようとする。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁

関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和８年内閣府令第３号）が

公布されたことにより、満３歳以上限定小規模保育事業が創設され、規

定の整備が必要となったこと、及び児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する内閣府令（令和８年内閣府令第１０号）が公

布されたことにより、理学療法士等のみなし保育士化と３歳児の職員配

置基準に係る経過措置期限が明示されるなどしたため、いなべ市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正するについては、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に

より、議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条

例

（いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 いなべ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成26年いなべ市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

目次中「第51条・第52条」を「第51条－第52条」に改める。

第２条第６号を次のように改める。

(6) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する小規

模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。

第２条第６号の次に次の１号を加える。

(6)の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第 10 項に規定す

る小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。

第２条第 11 号の次に次の３号を加える。

(11)の２ 教育認定子ども 法第 27 条第１項に規定する教育認定子どもをいう。

(11)の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第 27 条第１項に規定する満３歳以上保

育認定子どもをいう。

(11)の４ 保育認定子ども 法第 29 条第２項に規定する保育認定子どもをいう。

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認

定子ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）」

に改め、同条第４項中「選考方法」の次に「又は前項に規定する選考の方法」を加え

る。

第７条第２項中「法第 19 条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。

第 13 条第４項第３号ア(ｱ)中「法第 19 条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、同号イ(ｲ)中「法第 19 条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３

歳以上保育認定子ども」に改める。

第 13 条第４項第３号イ中「以下イ」を「以下このイ」に改め、同号イ(ｱ)中「法第

19 条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を

「教育認定子ども」に、同号イ(ｲ)中「法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。
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第 20 条第７号中「及び第３項」を削り、「選考の方法」を「選考方法及び同条第３

項に規定する選考の方法」に改める。

第 25 条中「幼稚園」を「学校教育法第１条に規定する幼稚園」に改め、「学校教育

法第 28 条第２項」を「同法第 28 条第２項」に改める。

第 35 条第１項中「法第 19 条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第 19 条第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認

定子ども」に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、

「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同

条第２号」に、「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあ

るのは「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども」を「同号イ(ｲ）中「満３歳以上保育認定子ども」と

あるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。

第 36 条第１項中「法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第

19 条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」

を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子

ども」に、「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第４

項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も」を「同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」

に、「同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども」を「同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認

定子ども」に改める。

第 37 条第１項中「第 28 条」を「第 27 条」に、「第 31 条」を「第 27 条」に、「第 33

条」を「第 27 条」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小規

模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地域型保

育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める

利用定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子

どもとに区分して定めるものとする。

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第
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19 条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

(2) 事業所内保育事業 法第 43 条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小学

校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第 19 条第３号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員

第 37 条に次の１項を加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３歳以

上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員を定めるものとする。

第 39 条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事

業者を除く。）」を加え、「この章」を「この章（第 43 条第１項を除く。）」に改め、同

条第４項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に、「同項の選考方法」を「前２項に

規定する選考の方法」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用の申

込みに係る法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては、法第 20 条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

第 40 条第２項及び第 41 条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」

に改める。

第 42 条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、

同項第３号中「特定地域型保育事業者により特定地域型保育」を「特定地域型保育事

業者（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項、第７項、第 11 項及び第 12

項において同じ。）により特定地域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、

第７項及び第 12 項において同じ。）」に、「小学校就学前子ども」を「法第 19 条第３号

に掲げる小学校就学前子ども」に、「以下この号及び第６項第１号」を「第６項第１号」

に改め、同条第７項中「（入所定員が 20 人以上のものに限る。）」の次に「又は満３歳

以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、同条中第 11 項を第 12 項とし、第８

項から第 10 項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の１項を加える。

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１項本

文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力を

求めることを要しない。

第 43 条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加える。

第 46 条第７号中「第 39 条第２項に規定する選考方法」を「第 39 条第２項及び第３
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項に規定する選考の方法」に改める。

第 47 条第１項及び第２項ただし書並びに第 49 条第２項中「満３歳未満保育認定子

ども」を「保育認定子ども」に改める。

第 50 条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども」を

「教育認定子ども」に、「第 12 条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」

と、第 14 条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第

１項」を「第 14 条第１項」に、「と読み替える」を「と、第 25 条中「各号（幼保連携

型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第 27 条

の２第１項各号、学校教育法第１条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては、同法第 28 条第２項において準用する認定こども園法第 27 条の２第１

項各号）」とあるのは「各号」と読み替える」に改める。

第 51 条第１項中「が法第 19 条第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条にお

いて同じ。）が教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第 19 条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、

「次条第１項」を「第 52 条第１項」に、「法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、

同条第３項中「という。次条第３項」を「をいう。次条第３項及び第 52 条第３項」に、

「第 40 条第２項」を「第 37 条第３項、第 39 条第３項及び第 40 条第２項」に、「第 50

条」を「前条」に、「を含む。次条第３項」を「を含む。第 52 条第３項」に、「以下こ

の章」を「以下この章（第 43 条第１項を除く。）」に、「同条第１号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（法第 52 条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対

象となる法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）」を「教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除き、第 52 条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる満３歳以上保育認定子どもを

含む。）」に、「同条第３号」を「法第 19 条第３号」に、「第 43 条第１項中「教育・保

育給付認定保護者」を「第 43 条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第 19 条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

第 51 条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下

この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合

には、法第 46 条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。

２ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所
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を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第 37 条第３項の規定によ

り定められた利用定員の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地

域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第 37 条第２項、第 39 条第

２項及び第 40 条第２項を除き、第 50 条において準用する第８条から第 14 条まで

（第 10 条及び第 13 条を除く。）、第 17 条から第 19 条まで及び第 23 条から第 33 条

までを含む。）の規定を適用する。この場合において、第 39 条第３項中「第 19 条第

２号」とあるのは「第 19 条第１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは

「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第 19

条第２号」と、「法第 20 条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により」と、第 43 条第１項中「教育・保育給付認定保

護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる教育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第 29 条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第 30 条第２項第２号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（第 13 条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。

第 52 条第１項中「が法第 19 条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条にお

いて同じ。）が満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第 19 条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上

保育認定子ども」に、「同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども（前条第１項」を「満３歳未満保育認定子ども（第 51 条第１項」に、

「法第 19 条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「第 43 条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」を「第 43 条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第 19 条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子

ども」に、「令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう」を「特

定満３歳以上保育認定子どもを除く」に改める。

（いなべ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 いなべ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26
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年いなべ市条例第 10 号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第 10 項第３号に掲げる事業（以下

「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満３歳以上限定小

規模保育事業者」という。）」を加え、同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に「（満

３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項及び第７項において同じ。）」を加え、

同条第７項中「(入所定員が 20 人以上のものに限る。)」の次に「又は満３歳以上限定

小規模保育事業を行う事業所」を加える。

第 18 条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者にあって

は、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。

第 23 条第２項中「又は三重県に区域」を「若しくは三重県の区域」に改める。

第 27 条中「小規模保育事業Ｂ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」

を、「小規模保育事業Ｃ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」を加

える。

第 29 条第２項第３号中「及び」を「又は」に改め、同条第３項中「准看護師」の次

に「（以下「看護師等」という。）」を加え、同条に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に

勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和

22 年法律第 26 号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で

あって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者で

あって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののい

ずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学

療法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士

（三重県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は三重県の区域に係る地域

限定保育士。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合

には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士

（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。

第 31 条第２項第３号中「及び第３号」を削り、同条第３項中「保健師、看護師又は

准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に

勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保

育士（三重県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は三重県の区域に係る
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地域限定保育士。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合

には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士

（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。

第 35 条中「法第６条の３第 10 項」を「法第６条の３第 10 項第１号」に改める。

第 44 条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次

の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事

業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。

ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所の保育士（三重県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は三重

県の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合

には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の

保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。

第 47 条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条に次

の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事

業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。

ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所の保育士（三重県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は三重

県の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合

には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の

保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。

第 48 条中「第 48 条において準用する」及び「と、同条第４号中「以下次号並びに

第 33 条第４号及び第５号」とあるのは「第 48 条において準用する次号」と読み替え

るもの」を削る。

附則第３条中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保育事業者

及び」を加える。

（いなべ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の一部改正）
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第３条 いなべ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（令和６年いなべ市条例第23号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「当分の間」を「令和10年３月31日までの間」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第３９号

いなべ市給水条例の一部を改正する条例の制定について

いなべ市給水条例の一部を改正する条例を次のように制定しようとす

る。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

給水装置工事について、災害その他非常の場合に市の指定給水装置工

事事業者以外の事業者でも施工できることとすること、共同住宅及び受

水槽に係る加入金の廃止並びに給水停止要件を見直すため、いなべ市給

水条例の一部を改正するについては、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市給水条例の一部を改正する条例

いなべ市給水条例（平成15年いなべ市条例第137号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が必要と認めるときは、他の市町

村長（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第７条の規定により置かれた水道事

業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせることができる。

第８条第２項中「前項」を「前項本文」に、「施行」を「施工」に改め、同項に次の

ただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が必要がないと認めたときは、こ

の限りでない。

第８条第３項中「できる」を「できる。」に改める。

第35条第１項各号列記以外の部分中「新設」の次に「工事」を加え、「以下同じ。」

を「以下この項において同じ。」に改め、同条中第２項及び第３項を削り、同条第４項

中「申込みの際、又は前項規定により新たに給水を受ける際、」を「申込みの際に」に

改め、同項を同条第２項とし、同条第５項を同条第３項とする。

第40条に次の１号を加える。

(4) 水道の使用者が90日以上所在が不明であって、安全確保又は設備管理上、市長

が給水を停止する必要があると認めたとき。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第４０号

いなべ市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

いなべ市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定しようと

する。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

排水設備工事について、災害その他非常の場合に市の指定排水設備工

事店以外の営業所でも施工できることとすること、及びデジタル原則に

照らした規制を見直すため、いなべ市下水道条例の一部を改正するにつ

いては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の

規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市下水道条例の一部を改正する条例

いなべ市下水道条例（平成15年いなべ市条例第129号）の一部を次のように改正す

る。

第７条に次の１項を加える。

４ 第１項の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、市長が必要と認め

るときは、他の市町村長（地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第７条の規

定により置かれた水道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる

ことができる。

第 10 条を削る。

第９条第１項第１号中「次条第１項」を「第８条第１項」に、「として登録を受けた

者が１人以上専属」を「を選任」に改め、「者である」を削り、同項第３号中「がある」

を「を有する」に改め、同条を第 10 条とする。

第８条第１項及び第２項中「前条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条第２項

第２号中「第 10 条第１項」を「第８条第１項」に、「専属」を「選任」に改め、「こと

となる」の次に「責任技術者の氏名並びに他の営業所の」を加え、「の氏名」を「を兼

任している場合はその兼務状況」に改め、同条第３項第２号中「登記簿の謄本」を「登

記事項証明書」に改め、「住民票」の次に「、在留カード（出入国管理及び難民認定法

（昭和 26 年政令第 319 号）第 19 条の３に規定する在留カードをいう。）又は特別永

住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成３年法律第 71 号）第７条第１項に規定する特別永住者証明書を

いう。）」を加え、同項第４号中「専属」を「選任」に改め、同条を第９条とする。

第７条の次に次の１条を加える。

（排水設備工事責任技術者）

第８条 指定工事店は、営業所ごとに、排水設備等の新設等の工事に関する技術上の

管理を行わせるため、排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）を選

任しなければならない。

２ 責任技術者は、公益財団法人三重県下水道公社が実施する下水道排水設備責任技

術者試験に合格し、同公社の登録を受けた者でなければならない。

３ 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定

に適合していることの確認

(4) 第 15 条第１項に規定する検査の立会い

４ 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指

導に従わなければならない。
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第 14 条第１項第１号中「第９条第１項各号」を「第 10 条第１項各号」に改め、同

項第２号中「第 10 条第１項」を「第８条第１項」に改め、同条第２項中「第９条第２

項」を「第 10 条第２項」に改める。

第 38 条第 15 号中「第８条第１項」を「第９条第１項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第４１号

財産の取得について

（公立学校タブレット端末購入）

次のとおり、財産を取得しようとする。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

１ 取得目的

公立学校タブレット端末購入（７７５台）

２ 取得方法

随意契約

３ 取得価格

４２，６２５，０００円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 3,875,000 円）

４ 相手方

三重県松阪市字地蔵裏３５３番地１

株式会社松阪電子計算センター

代表取締役 瀬野 喜久
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提案理由

県の公立学校情報機器整備事業費補助金を活用し、市内小中学校の児

童、生徒及び教職員が使用するタブレット端末を購入しようとするもの

で、予定価格２，０００万円以上の動産の買入れについては、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及びこれに基づく

いなべ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１５年いなべ市条例第４５号）第３条の規定により議会の議決

を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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議案第４２号

三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び三重県市町公平委員会共同設置規約の変更に関す

る協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定

により、令和８年９月１日から三重県市町公平委員会を共同設置する地

方公共団体の数が増加すること及び三重県市町公平委員会共同設置規約

の一部を変更する規約を別紙のとおり定めることに関する関係地方公共

団体との協議について、同条第３項において準用する同法第２５２条の

２の２第３項本文の規定に基づき議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

令和８年９月１日からいなべ市菰野町清掃事務組合が三重県市町公平

委員会に加入することにより、三重県市町公平委員会を共同設置する地

方公共団体の数が増加すること及び三重県市町公平委員会共同設置規約

を変更することに関する関係地方公共団体との協議については、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第３項において準用す

る同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により議会の議決を経る必

要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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三重県市町公平委員会共同設置規約の一部を変更する規約

三重県市町公平委員会共同設置規約（平成 18 年４月１日）の一部を次のように変

更する。

附 則

この規約は、令和８年９月１日から施行する。

別表中 「東紀州環境施設組合」を
「東紀州環境施設組合

に改める。
いなべ市菰野町清掃事務組合」
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議案第４３号

令和８年度いなべ市一般会計補正予算（第２号）

令和８年度いなべ市一般会計補正予算（第２号）を別案のとおり提出

する。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第４４号

令和８年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別案

のとおり提出する。

令和８年６月５日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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